
 

浜松市中小企業等採用活動支援事業費補助金交付要綱 

 

（要旨） 

第１条 市長は、市内中小企業等の人材確保及び市内就職促進を目的として、市内中

小企業等の正社員採用活動に伴う企業情報の発信等に要する経費に対し、浜松市中

小企業等採用活動支援事業費補助金（以下「補助金」という。）を予算の範囲内に

おいて交付するものとし、その交付に関しては、浜松市補助金交付規則（昭和５５

年浜松市規則第１７号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱の

定めるところによる。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

(1) 中小企業等 本市の区域内に事業所を有する中小企業基本法（昭和３８年法律

第１５４号）第２条第１項に規定する中小企業者及び常時雇用する従業員数が３

００人以下の一般社団法人、一般財団法人、医療法人、社会福祉法人、ＮＰＯ法

人、その他市長が認めるもの 

(2) 就職情報会社等 採用意欲のある企業から仕事を請け負い、採用広告を代理で

制作するほか、就職情報サイトの運営や合同企業説明会などを行う会社 

(3) 就職情報サイト 就職情報会社等が運営し、企業情報や求人情報、就職イベン

ト情報等を発信する求職者の就職活動を支援するウェブサイト 

(4) 合同企業説明会 就職情報会社等が実施する、複数の企業等が一箇所に集まり

（ウェブ開催を含む）、求職者へ企業説明を行う就職イベント 

 

（補助事業者） 

第３条 補助金を受けることのできる者は、次に掲げる要件を全て満たす中小企業等

（以下「補助事業者」という。）とする。 

(1) 市内に正社員を勤務させる事業所を有すること。 

(2) 本社（本店又は主たる事業所）が市内にあること、又は本社が市外の場合は就

業場所を市内に限定した求人を行っていること。 

(3) 市税を完納していること、又は市から徴収の猶予若しくは換価の猶予を受けて

いること。 

(4) 納税義務者に対して給与の支払いをする者にあっては、市民税及び県民税の特

別徴収義務者として指定されていること、又は指定されていないことについて正

当な理由があること。 

(5) 労働基準法、職業安定法その他労働関係法令をはじめとした法令に関して重大

な違反がないこと。 



 

(6) 浜松就職・転職ナビ「ＪＯＢはま！」に登録し、ＪＯＢはま！で正社員の求人

を掲載していること。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助事業者の対

象としない。 

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２

号）に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業にかかる「接客業務受託営

業」を行う者 

(2) 政治団体 

(3) 宗教上の組織又は団体 

(4) 暴力団（浜松市暴力団排除条例（平成２４年浜松市条例第８１号。以下「条

例」という。）第２条第１号に規定する暴力団をいう。） 

(5) 暴力団員等（条例第２条第４号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。） 

(6) 暴力団員等と密接な関係を有する者  

(7) 前３号に掲げる者のいずれかが役員等（無限責任社員、取締役、執行役若しく

は監査役又はこれらに準じるべきもの、支配人及び清算人をいう。）となってい

る法人その他の団体 

(8) 前各号に掲げる者のほか、公の秩序に反するおそれがあると認められる団体 

 

（補助対象事業） 

第４条 補助金の対象となる事業は、補助事業者が実施する市内事業所で勤務する正

社員の採用活動に伴う企業情報の発信等に関する事業で、次の各号のいずれかに該

当するものとする。（以下「補助事業」という。） 

(1) 就職情報会社が提供する採用支援サービス 

 (2) その他市長が必要と認める事業 

２ 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するものは、補助事業としない。 

(1) 補助事業と同一の事業において、他の助成制度による財政的支援を受けた、又

は受ける見込みのあるもの 

(2) 補助事業者の関係会社（財務諸表等規則第８条で規定する当該会社の親会社、

子会社、関連会社及び当該会社を関連会社とする場合の他社）のみが参加する

合同企業説明会等の就職イベント 

(3) 補助事業者の関係会社（財務諸表等規則第８条で規定する当該会社の親会社、

子会社、関連会社及び当該会社を関連会社とする場合の他社）に委託する事業 

(4) 一社単独で開催する企業説明会等の就職イベント 

(5) 公序良俗に反するおそれがあるもの 

 

 

 



 

（補助金の対象となる経費） 

第５条 補助金の対象となる経費は、正社員採用活動に伴う企業情報の発信等に必要

な経費で、次の各号に掲げるものとする。（消費税及び地方消費税を除く。以下

「補助対象経費」という。） 

(1) 就職情報サイトの求人情報等掲載料 

(2) 企業が求職者へ直接アプローチを行うダイレクトリクルーティングの利用料 

(3) 合同企業説明会の出展料 

 (4) その他市長が必要と認める経費 

２ 前項第１号に掲げる経費について、これまでに本補助金又は令和５年度に浜松市

中小企業等新卒者採用活動支援事業費補助金の交付を受けている場合は、補助対象

経費としない。 

３ 第１項にかかわらず、次の各号に該当するものは、補助対象経費としない。 

(1) 正社員の採用を目的としたものとは認められないもの 

(2) 自社等のホームページの改修や保守に関するもの 

(3) 求人冊子等の紙媒体を主とした求人掲載料等 

(4) 食事会又は高額な物品の贈与等を伴うもの 

(5) 備品等の購入費や設備設置費、施設修繕費に関するもの等 

 

 （補助金の額） 

第６条 補助金の額は、前条の補助対象経費の２分の１以内（千円未満の端数がある

ときは、これを切り捨てた額）とする。ただし、前条 1 号については補助対象経費

の 4分の 1 以内とする。補助上限金額は、同一年度内において１事業所あたり３０

万円とする。ただし、浜松市奨学金返還支援補助金認定企業は、４０万円を上限と

する。 

 

（交付申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、当該事業

の支払が完了する前において市長が別に定める期日までに、次の各号に掲げる書類

（電磁的記録を含む。）をＷＥＢ又は郵送により申請しなければならない。 

(1) 浜松市中小企業等採用活動支援事業費補助金交付申請書（第１号様式） 

(2) 収支計画書（第２号様式） 

(3) 登記事項証明書（商業・法人登記） 

(4）補助事業の内容及び金額が確認できる書類（見積書、料金表の写し等） 

(5) 市民税・県民税・森林環境税特別徴収義務者指定通知書（写し）又は市民税・

県民税・森林環境税特別徴収未実施理由書（第３号様式） 

(6) 市税の徴収の猶予もしくは換価の猶予を受けている場合、市長名義の市税徴収

猶予承認通知書（写し）等 



 

(7) 浜松就職・転職ナビ「JOBはま！」に掲載した正社員の求人掲載画面の写し 

(8) 本社が市外の場合、就業場所を市内に限定した正社員の求人を行っていること

を証する書類（求人が掲載されている冊子又はホームページの写し等） 

(9) 前各号に規定するもののほか、市長が必要と認める書類 

 

（交付の決定及び条件） 

第８条 市長は、前条の規定による交付申請があったときは、その内容を審査し、補

助金を交付すべきであると認めたときは、補助金の交付を決定し、交付の決定を受

けた申請者（以下「交付決定者」という。）に対し、補助金交付決定通知書（第４

号様式）により通知するものとする。 

２ 前項の交付の決定には、次に掲げる条件を付するものとする。 

(1) 補助金は、当該補助事業以外の目的に使用してはならないこと。 

(2）補助事業の内容又は経費の配分を変更（市長が軽微であると認める変更を除

く。）をする場合は、あらかじめ市長の承認を得なければならないこと。 

(3) 補助事業が予定期間内に完了しない場合又は、遂行が困難となった場合は、市

長に報告してその指示を受けること。 

(4) 市長の求めに応じて、補助事業の遂行の状況を報告するとともに、その指示に

従うこと。 

(5) 事業完了後、市長が別に定める日までに補助事業実績報告書（第９号様式）を

市長に提出すること。 

(6) 補助事業の完了により当該補助事業者に相当の利益が生じると認める場合にお

いては、当該補助金交付の目的に反しない限りにおいて、その交付した補助金の

全部又は一部に相当する金額を市に納付しなければならないこと。 

(7）補助金の交付を受けた日から５年間において、市が実施する補助事業に関する

調査に協力しなければならないこと。 

(8) 浜松市補助金交付規則（昭和５５年浜松市規則第１７号）に基づく市長の指示

に従うこと。 

(9) 規則第17条第1項の規定により補助金の交付の決定の取消しを受け、補助金の

返還の請求を受けたとき又は当該返還の期限までに納付しなかったときは、規則

第18条の2の規定に基づき、加算金又は遅延損害金を市に納付すること。 

(10) 補助金の返還の請求を受け、当該補助金、加算金又は遅延損害金の全部又は

一部を納付しない場合、規則第18条の3の規定に基づき、他の交付すべき補助金

についてその交付を一時停止し、又は未納額との相殺をする場合があること。 

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める条件 

３ 補助金の不交付を決定したときは、申請者に対し、不交付決定通知書（第５号様

式）により通知するものとする。 

 



 

 

 （申請の取下げ） 

第９条 申請者が、前条第１項の決定を受けた後、補助金交付申請の取下げを行う場

合は、補助金交付申請取下届出書（第６号様式）を市長に提出しなければならな

い。 

２ 前項の規定による申請の取下げがあったときは、申請者に対し、不交付決定通知

書（第５号様式）により通知するものとする。 

（補助事業の変更等）  

第１０条 交付決定者は、前条第１項の決定を受けた補助事業の内容の変更（市長が

軽微であると認める変更を除く）又は補助対象経費の変更（補助対象経費の総額

の２０パーセント以下の変更を除く。）をする場合は、あらかじめ市長の承認を得

なければならない。 

２ 前項の承認の申請は、補助事業変更承認申請書（第７号様式）により行わなけれ

ばならない。 

３ 市長は、第１項の承認の申請があったときは、その内容を審査し、適当であると

認めたときは、交付決定者に対し、補助金変更交付決定通知書（第８号様式）によ

り通知するものとする。 

 

（補助事業の実績報告） 

第１１条 交付決定者は、補助事業が完了した日（事業に関する支払が完了した日

等）から３０日を経過する日、又は当該年度の３月末日のいずれか早い日までに次

の各号に掲げる書類（電磁的記録を含む。）をＷＥＢ又は郵送により市長に提出し

なければならない。 

(1) 補助事業実績報告書（第９号様式） 

(2) 補助事業の実施を証する書類（就職情報サイトの掲載ページ、合同企業説明会

への出展が確認できる書類） 

(3) 補助対象経費の支出を証する書類（交付決定者宛の領収書等） 

(4) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類 

 

（補助金の額の確定） 

第１２条 市長は、前条の規定により提出された補助事業実績報告書等の内容を審査

し、補助金を交付すべきであると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、

当該交付決定者に対し、補助金交付確定通知書（第１０号様式）により通知するも

のとする。 

 

（補助金の請求） 

第１３条 補助事業者は、前条の規定による通知を受領後、市長に対して請求書（第



 

１１号様式）により補助金を請求することができる。 

 

（補助金の交付） 

第１４条 補助金の交付は、前条の規定による請求を受けた日から３０日以内に行

う。 

（補助金の交付決定の取り消し） 

第１５条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第８条第１項の

規定による交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

(1) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。 

(2) 補助金の交付の決定の内容、これに付した条件又はこの要綱に基づく指示その

他法令若しくはこれらに基づく市長の処分に違反したとき。 

(3) 第３条第２項各号のいずれかに該当することが判明したとき。 

(4) 第９条第１項の補助金交付申請取下届出書（第６号様式）があったとき。 

(5) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助

事業の当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、交付決定

者に対し、期限を定めて当該補助金の全部又は一部の返還を命じるものとする。  

３ 市長は、第１項の規定よる交付決定の取消し及び前項の規定による補助金の返還

命令を決定したときは、交付決定者に対し、補助金交付決定取消通知書及び返還命

令書（第１２号様式）により通知するものとする。 

 

 （加算金及び遅延損害金）  

第１６条 交付決定者は、前条第３項の規定による補助金の返還の命令を受けたとき

は、規則第１８条の２第１項の規定に基づき加算金を市に納付しなければならな

い。 

２ 交付決定者は、補助金の返還の請求を受け、これを納期限までに納付しなかった

ときは、規則第１８条の２第４項の規定に基づき遅延損害金を市に納付しなければ

ならない。 

 

（不可抗力に対する補助対象事業の取扱い） 

第１７条 前条までの規定にかかわらず、天災等補助事業者の責めに帰すことができ

ない事由により、事業期間内に補助事業の完了が困難となった場合の取扱いについ

ては市長が別に定める。 

 

（雑則） 

第１８条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、市長

が別に定める。 



 

 

 附 則 

 この要綱は、令和６年４月１日から施行し、令和６年度から令和８年度までの補

助金に適用する。 

附 則 

 この要綱は、令和６年６月３日から施行する。 

附 則 

  この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

附 則 

  この要綱は、令和８年４月１日から施行し、令和８年度の補助金に適用する。 

 



 



 

第１号様式（第７条関係） 令和 年 月 日

（あて先）浜松市長

〒

又は

又は

又は

又は

円

円

円

） 円

円

円

円

円

円

採用活動に伴う経費

２．補助事業の内容及び補助金交付申請額

月頃
※事業完了予定時期とは、補助事業に関する「支払が完了する日」です。
※サイトへの求人掲載期間等ではありません。

法人名

フリガナ

□中　途

　浜松市中小企業等採用活動支援事業費補助金交付要綱第７条の規定に基づき補助金の交付を受けた
いので、次のとおり関係書類を添えて申請します。

① 就職情報サイトの求人情報等掲載料

④ その他（

Ｃ 補助額（ＡとＢの合計）

5千万円以下  100人以下

④小売業 5千万円以下  50人以下

② ダイレクトリクルーティングの利用料

③ 合同企業説明会の出展料

Ｂ 補助対象経費②～④合計金額の1/2（補助率）

浜松市中小企業等採用活動支援事業費補助金交付申請書

中小企業等
の確認

※右の条件の
いずれかに
該当すること

下記①～⑤のいずれかに? を入れてください。

Ｅ 補助金交付申請額（CとDで少ない方の額で千円未満を切捨てた額）

補助対象
経費

※税抜金額で
申請すること

浜松市奨学金返還支援補助金認定企業

万円 人

下記制度の認定企業は、インセンティブとして補助金上限が40万円となります。チェック

Ａ 補助対象経費①の1/4（補助率）

本社所在地

フリガナ

１．申請者

金額（税抜）

 100人以下

補助金交付申請額の積算

⑤一般社団法人、一般財団法人、医療法人、社会福祉法人、NPO法人等で従業員数300人以下

事業完了
予定時期

年

インセンティブ

③サービス業

金額

Ｄ 補助上限額（30万円※奨学金返還支援認定企業は40万円）

補助事業の
内容

採用
対象

□新卒者

補助金交付
申請額

※申請額は
千円未満を
切り捨て

自署しない場合は、

押印してください。

電子申請は押印不要

代表者名
代表者役職

チェック 主たる業種 規模（資本金・従業員数）

資本金

業務概要

常時雇用する従業員数

①製造業、建設業、運輸、その他 3億円以下  300人以下

②卸売業 1億円以下

 



 

 



 

第２号様式（第７条関係） 

収 支 計 画 書 

 

１ 収入の部                             単位：

円 

項  目 内容・算出根拠等 

金 額 

（補助金は千円

未満切捨） 

補助金 浜松市中小企業等採用活動支援事業費補助金  

自己資金   

その他   

収入合計  

 

２ 支出の部 

項  目 内容・算出根拠等 金額（税抜） 

求人情報等掲載   

ﾀﾞｲﾚｸﾄﾘｸﾙｰﾃｨﾝｸﾞ   

合同企業説明会   

その他   

支出合計  

 ※行が不足する場合は、追加して記載してください。 

 ※収入と支出の合計は、同じ金額としてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

　　　　　　年　　　　　月　　　　　日　　提出

　(あて先)  浜松市長　

住所又は所在地　　  

申請者

氏名又は名称 　　　　

代表者職氏名

連絡先担当者 （氏名） 　　　（電話）

当事業所が特別徴収を実施していない理由は下記のとおりです。
なお、下記の理由に該当しなくなった場合は、遅滞なく特別徴収への切替を申請いたします。

生年月日 生年月日

5

電話番号

電話番号

給与が少なく税額が引けない

上記1～4に該当しない
総従業員数が2人以下

事業専従者
（個人事業所のみ該当）

乙欄給与　又は
他事業所で特別徴収されている

給与の支払が不定期

担当者名

担当者名

3

4

6

上記記載内容に誤りはありません。

その他
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

対象者氏名

1

2

市民税・県民税・森林環境税特別徴収未実施理由書
（労働政策課　浜松市中小企業等採用活動支援事業費補助金申請用）

記

対象者氏名特別徴収を実施していない理由

市民税課確認欄

所管課記入欄

上記記載内容について確認をお願いします。

在
　
　
　
職
　
　
　
者
　
　
　
内
　
　
　
訳



 
第４号様式（第８条関係）                     

 

                              浜松市指令  第  号   

                          令和  年  月   日   

   様 

                              浜松市長  〇〇 〇〇 

補助金交付決定通知書 

令和 年 月 日付で申請を受理した浜松市中小企業等採用活動支援事業費補助金につ

いて、下記のとおり条件を付して交付します。 

 

 記 

交付額   金            円 

条 件  

(1) 補助金は、当該補助事業以外の目的に使用してはならないこと。 

(2）補助事業の内容又は経費の配分を変更（市長が軽微であると認める変更を除く。）をす

る場合は、あらかじめ市長の承認を得なければならないこと。 

(3) 補助事業が予定期間内に完了しない場合又は、遂行が困難となった場合は、市長に報

告してその指示を受けること。 

(4) 市長の求めに応じて、補助事業の遂行の状況を報告するとともに、その指示に従うこ

と。 

(5) 事業完了後、市長が別に定める日まで補助事業実績報告書（第９号様式）を市長に提

出すること。 

(6) 補助事業の完了により当該補助事業者に相当の利益が生じると認める場合において

は、当該補助金交付の目的に反しない限りにおいて、その交付した補助金の全部又は一

部に相当する金額を市に納付しなければならないこと。 

(7）補助金の交付を受けた日から５年間において、市が実施する補助事業に関する調査に

協力しなければならないこと 

(8) 浜松市補助金交付規則（昭和５５年浜松市規則第１７号）に基づく市長の指示に従う

こと。 

(9) 規則第17条第1項の規定により補助金の交付の決定の取消しを受け、補助金の返還の請

求を受けたとき又は当該返還の期限までに納付しなかったときは、規則第18条の2の規定

に基づき、加算金又は遅延損害金を市に納付すること。 

(10) 補助金の返還の請求を受け、当該補助金、加算金又は遅延損害金の全部又は一部を納

付しない場合、規則第18条の3の規定に基づき、他の交付すべき補助金についてその交付

を一時停止し、又は未納額との相殺をする場合があること。 

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める条件 

 

 

補助金決定通知書番号  



 
第５号様式（第８条関係）                   

  

                              浜松市指令  第  号   

                               令和  年  月   日  

 

           様 

                              浜松市長  〇〇 〇〇 

 

不交付決定通知書 

 

  令和  年  月  日付で受理した、浜松市中小企業等採用活動支援事業費補助金の交

付について、次の理由により交付しないことを決定したので通知します。 

 

記 

 

  補助金を交付しない理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補助金決定通知書番号  



 
第６号様式（第９条関係） 

令和 年 月 日 

 

補助金交付申請取下届出書 

 

 （あて先）浜松市長 

 

住所又は所在地 

 

事業所名称及び代表者 

 

※自署しない場合は、押印してください。電子申請は押印不要。 

 

 令和 年 月 日付で申請した浜松市中小企業等採用活動支援事業費補助金交

付申請について、以下の理由により取下げを届け出ます。 

 

 

（取下げの理由）  



 
 

第７号様式（第１０条関係） 

補助事業変更承認申請書 

令和  年  月  日 

（あて先）浜松市長 

                    住所又は所在地 

 

                    事業所名称及び代表者 

 

※自署しない場合は、押印してください。 

 

 令和  年  月  日付で申請した浜松市中小企業等採用活動支援事業費補助金の計画

について、下記のとおり変更したいので、承認されるよう申請します。 

記 

１ 変更の内容 

   

  

２ 変更の理由 

   

  

３ 変更による経費内訳 

（１）変更前 ※経費は税抜き金額で記載 

項  目 内容・算出根拠等 金  額 

  円 

  円 

  円 

補助金交付対象経費合計 円 

補助金交付決定額 円 

（２）変更後 ※経費は税抜き金額で記載 

項  目 内容・算出根拠等 金  額 

  円 

  円 

  円 

補助金交付対象経費合計 円 

変更後の補助金交付申請額 円 

 ※変更後の補助金交付申請額は、補助対象額又は30万円（奨学金返還支援認定企業は40

万円）どちらか少ない方で千円未満を切り捨てた額。 

補助金決定通知書番号  



 
第８号様式（第１０条関係） 

                                

 浜松市指令  第  号   

                              令和  年  月   日   

   様 

                            浜松市長  〇〇 〇〇 

補助金変更交付決定通知書 

令和 年 月 日付で申請を受理した浜松市中小企業等採用活動支援事業費補助金の内

容を次のとおり変更します。 

記 

交付額   金            円 

条 件 

(1) 補助金は、当該補助事業以外の目的に使用してはならないこと。 

(2）補助事業の内容又は経費の配分を変更（市長が軽微であると認める変更を除く。）をす

る場合は、あらかじめ市長の承認を得なければならないこと。 

(3) 補助事業が予定期間内に完了しない場合又は、遂行が困難となった場合は、市長に報

告してその指示を受けること。 

(4) 市長の求めに応じて、補助事業の遂行の状況を報告するとともに、その指示に従うこ

と。 

(5) 事業完了後、市長が別に定める日までに補助事業実績報告書（第９号様式）を市長に

提出すること。 

(6) 補助事業の完了により当該補助事業者に相当の利益が生じると認める場合において

は、当該補助金交付の目的に反しない限りにおいて、その交付した補助金の全部又は一

部に相当する金額を市に納付しなければならないこと。 

(7）補助金の交付を受けた日から５年間において、市が実施する補助事業に関する調査に

協力しなければならないこと 

(8) 浜松市補助金交付規則（昭和５５年浜松市規則第１７号）に基づく市長の指示に従う

こと。 

(9) 規則第17条第1項の規定により補助金の交付の決定の取消しを受け、補助金の返還の請

求を受けたとき又は当該返還の期限までに納付しなかったときは、規則第18条の2の規定

に基づき、加算金又は遅延損害金を市に納付すること。 

(10) 補助金の返還の請求を受け、当該補助金、加算金又は遅延損害金の全部又は一部を納

付しない場合、規則第18条の3の規定に基づき、他の交付すべき補助金についてその交付

を一時停止し、又は未納額との相殺をする場合があること。 

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める条件 

 

 

 

補助金決定通知書番号  



 
第９号様式（第１１条関係） 

補 助 事 業 実 績 報 告 書 

令和  年  月  日 

（あて先）浜松市長 

                  住所又は所在地 

 

                  事業所名称及び代表者 

 

※自署しない場合は、押印してください。電子申請は押印不要。 

浜松市中小企業等採用活動支援事業費補助金交付要綱第１１条の規定により、次のとおり

報告します。 

１．補助金の名称     浜松市中小企業等採用活動支援事業費補助金 

２．事業完了日     令和  年  月  日（支払完了日） 

３．交付申請額     金           円（補助金は千円未満切捨） 

４．収支決算書     下記表のとおり 

 【収入の部】                            単位：円 

項 目 内容・算出根拠等 金 額 

補助金 浜松市中小企業等採用活動支援事業費補助金 円 

自己資金  円 

その他  円 

収入合計 円 

【支出の部】 

項 目 内容・算出根拠等 金 額 

①求人情報等掲載料  円 

②ﾀﾞｲﾚｸﾄﾘｸﾙｰﾃｨﾝｸﾞ  円 

③合同企業説明会  円 

④その他  円 

支出合計 円 

 A：補助対象経費①       円×補助率1/4＝       円 

 B：補助対象経費合計（②～④合計）       円×補助率1/2＝       円 

C：補助額（A＋B）      円  D：補助上限額      円 

 Ｅ：補助金額（CとDの少ない方の額）       円  ※補助金額は千円未満切り捨て 

                                        

５．添付書類 

 ①補助事業の実施を証する書類（就職情報サイトの掲載ページ画像、合同企業説明会への出展が 

確認できる書類等） 

 ②補助対象経費の支出を証する書類（領収書等） 

 

補助金決定通知書番号  



 
第１０号様式（第１２条関係） 

 

                               浜   第     号   

                                令和  年  月   日    

            様 

                                                                                         

                              浜松市長  〇〇 〇〇 

補助金交付確定通知書 

令和 年 月 日付の実績報告書を審査の結果、下記金額について、浜松市中小企業等採

用活動支援事業費補助金として確定します。 

 

 記 

 

 

交付額   金            円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補助金決定通知書番号  



 
第１１号様式（第１３条関係） 

 

 

令和  年  月  日 

 （あて先）浜松市長 

 

【請求者】 

所 在 地  

              事業所名称               

代表者役職・氏名             

  

 

請 求 書 

 

令和  年  月  日付浜松市    第    号により浜松市中小企業等採用活動支援

事業費補助金の交付確定を受けた事業について、補助金を請求します。 

 

１．請求額 

 

 

 

 

         

 

２．振込先 

金融機関名  支店名  

口座種別 
普通 ・ 当座 

該当を○で囲んでください 
口座番号  

フリガナ  

口座名義  

 

 

 

 

 

 

 

 

 拾万 万 千 百 拾 円 

￥       

補助金決定通知書番号  



 
第１２号様式（第１５条関係）  

 

                              浜松市指令  第    号   

                               令和  年  月    日

   

           様 

                              浜松市長  〇〇 〇〇 

 

補助金交付決定取消通知書及び返還命令書 

 

  年 月 日付け浜松市指令 第 号による 年度浜松市中小企業等採用活動支援事業費

補助金の交付の決定（以下「本件決定」という。）（の一部）を、次のとおり、浜松市補助金交

付規則（昭和５５年浜松市規則第１７号。以下「市交付規則」という。）第１７条第１項に基づ

き取り消すとともに、市交付規則第１８条第１項に基づき返還を命じます。 

 

１ 交付決定の取消し及び返還命令額 

補助金名 交付決定（確定）額 取消し及び返還命令額 

浜松市中小企業等採用活動支援事業費補助金 円 円 

 

２ 取消しをする根拠及び理由 

 

 

 

３ 補助金返還、加算金及び延滞金 

（１）市交付規則第１８条第１項により、交付決定を取り消された場合は、既に交付された補

助金を返還しなければならないとされています。別途発行する納入通知書により納付して

ください。 

（２）市交付規則第１８条の２第１項により、交付決定取消額とは別に加算金（補助金を受領

した日から返還の日までの日数に応じ、当該補助金の額につき、年１０.９５パーセントの

割合で計算した額）を納付する必要があります。 

（３）補助金返還額が納期日までに納付されないときは、市交付規則第１８条の２第４項によ

り、遅延損害金（納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、未納付額につき年１０.９

５パーセントの割合で計算した額）を納付する必要があります。 

（４）なお、加算金及び遅延損害金は、交付決定の取消額が納付された後、改めて請求します。 

 

担当  

電話  

補助金決定通知書番号  


